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23年度 24年度 25年度 33,177 33,177 25年度 26年度 27年度 31,663 31,663

1 総
陳情、要望、
苦情等への対
応事務

広聴機能、相談体
制の充実を図り、
安心で安全な市民
生活の確保に努め
る。

市民

定
例
定
型

回答日数
回答必要日
数１３日以
内

回答必要日
数１３日以
内

回答必要日
数１３日以
内

158
回答必要
日数１３
日以内

目標とした期限まで
に事務を行い、成果
が出ている。

Ａ
陳情、要望、苦
情等への対応事
務

市民の苦情等
に対して適切
に対応すると
ともに、市政
に反映する。

市民

定
例
定
型

回答日数・
業務改善報
告数

３週間以内 ３週間以内 ３週間以内 315

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維
持

あ
り

なし
維
持

1
陳情、要望、
苦情等への対
応事務

陳情、要望、
苦情等の回答
作成にかかる
関係各課との
連絡調整等

回答日数
３週間以
内

概ね３週
間以内

陳情、要望、苦
情等への対応事
務

陳情、要望、
苦情等の回答
作成にかかる
関係各課との
連絡調整等

回答日数
３週間以
内

業
務
計
画

あ
り

⑥市役所の変革 年４回

わたしの提
案、市長へ
の手紙の
ホームペー
ジ、イント
ラネットの
掲載回数

25
市民への情報
提供と職員へ
の周知

予
算
な
し

1
陳情、要望、
苦情等への対
応事務

苦情処理要領
に基づいた運
用の実施

報告回数 年４回 年４回
陳情、要望、苦
情等への対応事
務

苦情処理要領
に基づいた運
用の実施

報告回数 年４回

業
務
計
画

あ
り

⑥市役所の変革 年４回

苦情処理報
告のホーム
ページ、イ
ントラネッ
トへの掲載
回数

25
市民への情報
提供と職員へ
の周知

予
算
な
し

1
陳情、要望、
苦情等への対
応事務

苦情処理に関
する職員研修

研修日数 年１日 年１日 158
陳情、要望、苦
情等への対応事
務

苦情処理に関
する職員研修

研修日数 年２日 315

業
務
計
画

維
持

1
陳情、要望、
苦情等への対
応事務

広聴活動調査
研究のため
県・県内全市
町村による総
会と研修会開
催

開催回数 年４回 年２回
陳情、要望、苦
情等への対応事
務

広聴活動調査
研究のため
県・県内全市
町村による総
会と研修会開
催

開催回数 年２回

業
務
計
画

予
算
な
し

1
陳情、要望、
苦情等への対
応事務

庁内印刷によ
る広聴等に関
するまとめの
発刊

発刊回数 年１回 年１回
陳情、要望、苦
情等への対応事
務

庁内印刷によ
る広聴等に関
するまとめの
発刊

発刊回数 年１回

業
務
計
画

予
算
な
し

2 総 相談業務事業

広聴機能、相談体
制の充実を図り、
安心で安全な市民
生活の確保に努め
る。

市民

定
例
定
型

各種市民相
談件数

3,900件 3,950件 4,000件 15,986 2,206件

相談窓口の周知を図り
ながら市民ニーズに
あった相談窓口を開設
して対応していること
から、目標件数は達成
しておりませんがＡ評
価としました。

Ａ 相談業務事業

市民が抱える様々
な悩みや不安を解
消するため、相談
内容に応じた相談
員が対応します。

市民

定
例
定
型

各種市民相
談件数

3,000件 3,000件 3,000件 15,326

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維
持

な
し

なし
維
持

2 相談業務事業

国・県・市など
の行政運営等に
対する市民から
の苦情等の相談

開設日数 年24回 年17回 30 相談業務事業

国・県・市な
どの行政運営
等に対する市
民からの苦情
等の相談

開設日数 年２４回 40

業
務
計
画

維
持

2 相談業務事業

専門相談員によ
る税金・年金・
交通事故等の相
談（国県市合同
相談）

開設日数 年１日 年１日 相談業務事業

専門相談員によ
る税金・年金・
交通事故等の相
談（国県市合同
相談）

開設日数 年１日

業
務
計
画

予
算
な
し

2 相談業務事業

行政相談週間に
おける、国・
県・市などの苦
情等の行政特設
相談

開設日数 年１日 年１日 相談業務事業

行政相談週間に
おける、国・
県・市などの苦
情等の行政特設
相談

開設日数 年１日

業
務
計
画

予
算
な
し

2 相談業務事業

電話や窓口等に
おける市民生活
や行政運営に関
する相談

開設日数 年245日 年245日 7,650 相談業務事業

電話や窓口等
における市民
生活や行政運
営に関する相
談

開設日数 週５日 7,672

業
務
計
画

維
持

2 相談業務事業

市長による、市
民からの苦情や
相談等の受付
（市長の一日相
談）

開設日数 年１１日 年8日 相談業務事業

市長による、
市民からの苦
情や相談等の
受付（市長の
一日相談）

開設日数 年１１日

業
務
計
画

予
算
な
し

2 相談業務事業
弁護士による
相談

弁護士数
年１５２
人

年１５２
人

5,016 相談業務事業
弁護士による
相談

弁護士数
年１２８
人

4,224

業
務
計
画

維
持

2 相談業務事業
税理士による
相談

開設日数 年２４日 年２０日 200 相談業務事業
税理士による
相談

開設日数 年２４日 240

業
務
計
画

維
持

2 相談業務事業
司法書士によ
る相談

開設日数 年１２日 年７日 49 相談業務事業
司法書士によ
る相談

開設日数 年１２日 84

業
務
計
画

維
持

2 相談業務事業
行政書士によ
る相談

開設日数 年１２日 年１１日 39 相談業務事業
行政書士によ
る相談

開設日数 年１２日 42

業
務
計
画

維
持

2 相談業務事業
公証人による
相談

開設日数 年１２日 年８日 相談業務事業
公証人による
相談

開設日数 年１２日

業
務
計
画

予
算
な
し

2 相談業務事業 市民安全相談 開設日数 週４日 週４日 3,002 相談業務事業 市民安全相談 開設日数 週４日 3,024

業
務
計
画

維
持

2 相談業務事業

不動産鑑定
士・宅地建物
取引主任者に
よる相談

開設日数 年２４日 年１７日 相談業務事業

不動産鑑定
士・宅地建物
取引主任者に
よる相談

開設日数 年２４日

業
務
計
画

予
算
な
し

2 相談業務事業
マンション管
理士による相
談

開設日数 年１２日 年５日 相談業務事業
マンション管
理士による相
談

開設日数 年１２日

業
務
計
画

予
算
な
し

2 相談業務事業 交通事故相談 開設日数 週４日 週４日 相談業務事業 交通事故相談 開設日数 週４日

業
務
計
画

予
算
な
し

平成２５年度計画

事業の
方向性活動

活動量・サービス量

活動指標の名
称

④
継
続
性

業務
計画

目標値
（第2次実施計画） 目標

（数値目標
等）

改善
時期
（年
度）

広域連携の
具体的な内

容

広域連携に関する
取組

可能性
の有無

経営改善による取
り組みの方向性

③
成
果

具体的な改善
内容

事務事業の
目的・成果
（第１次実施計

画）

対
象
（

顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

市民相談課

②
ニ
ー

ズ

①
目
的
達
成

事務事業名
（第2次実施計

画）

今後の事業展開・経営改善の方策

必要性
予
算
の
方
向
性目標値

指標・目標

活動指標の名称

課かい名

施策目標 市民の悩みや不安を解消する

市民相談課

基礎情報

名称

総
括
フ
ラ
グ 実績値

目標値
（第１次実施計画）

事務事業の
目的・成果
（第２次実施
計画）

活動

活動ごとの
予算額

活動量・サービス量の達成状況
（第１次実施計画）

予算内訳（千円）

当該事務事業全体
の予算額
（合計）

活動

名称

平成24年度評価

指標・目標

24年度
の取組
に対す
る分析

実績

事
業
の
性
質
区
分

事務事業名
（第１次実施計

画）

事務事業 事後評価

当該事務事業全体
の決算額
（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

事
業
№

事業の指
標の達成
状況

活動ごとの
決算額

経
営
改
善
方
針
で

の
位
置
付
け
等

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組決算内訳（千円）
対
象
（

顧
客
）目標値

活動
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平成２５年度計画

事業の
方向性活動

活動量・サービス量

活動指標の名
称

④
継
続
性

業務
計画

目標値
（第2次実施計画） 目標

（数値目標
等）

改善
時期
（年
度）

広域連携の
具体的な内

容

広域連携に関する
取組

可能性
の有無

経営改善による取
り組みの方向性

③
成
果

具体的な改善
内容

事務事業の
目的・成果
（第１次実施計

画）

対
象
（

顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

市民相談課

②
ニ
ー

ズ

①
目
的
達
成

事務事業名
（第2次実施計

画）

今後の事業展開・経営改善の方策

必要性
予
算
の
方
向
性目標値

指標・目標

活動指標の名称

課かい名

施策目標 市民の悩みや不安を解消する

市民相談課

基礎情報

名称

総
括
フ
ラ
グ 実績値

目標値
（第１次実施計画）

事務事業の
目的・成果
（第２次実施
計画）

活動

活動ごとの
予算額

活動量・サービス量の達成状況
（第１次実施計画）

予算内訳（千円）

当該事務事業全体
の予算額
（合計）

活動

名称

平成24年度評価

指標・目標

24年度
の取組
に対す
る分析

実績

事
業
の
性
質
区
分

事務事業名
（第１次実施計

画）

事務事業 事後評価

当該事務事業全体
の決算額
（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

事
業
№

事業の指
標の達成
状況

活動ごとの
決算額

経
営
改
善
方
針
で

の
位
置
付
け
等

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組決算内訳（千円）
対
象
（

顧
客
）目標値

活動

2 相談業務事業
民事調停手続
き相談

開設日数 週２日 週２日 相談業務事業
民事調停手続
き相談

開設日数 週２日

業
務
計
画

予
算
な
し

2 相談業務事業 防犯相談 開設日数 週４日 週４日 相談業務事業 防犯相談 開設日数 週４日

業
務
計
画

予
算
な
し

3 総
犯罪被害者支
援事業

犯罪等の被害者が
抱える様々な問題
について相談に応
じ、心のケアや必
要な情報提供など
支援を行います。

市民

定
例
定
型

相談窓口開
設日数

２４回 ２４回 ２４回 150 ２２回

月２回の相談窓口を開
設し、被害者支援自助
グループ「ピア神奈
川」が相談を受けると
ともに必要な情報提供
を行いました。

Ａ 犯罪被害者支援
事業

犯罪被害者の
様々な問題につ
いて相談に応
じ、必要な情報
を提供します。

市民

定
例
定
型

相談窓口開
設日数

２４回 ２４回 ２４回 150

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維
持

な
し

なし
維
持

3
犯罪被害者相
談業務

被害者支援自助グ
ループ「ピア神奈
川」による犯罪被
害者支援

相談窓口開設
日数

年２４回 年２２回 150
犯罪被害者相談
業務

被害者支援自助
グループ「ピア
神奈川」による
犯罪被害者支援

相談窓口開
設日数

年２４回 150

業
務
計
画

維
持

4 総
多重債務法律
相談事業

多重債務に陥った
市民・町民へ適切
な助言を行うとと
もに二次相談先に
つなぎ、債務の解
消をめざす。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤
者

定
例
定
型

多重債務法
律相談にお
ける弁護
士・司法書
士数

年７２人 年７２人 年７２人 160 年３２人

相談に対応した弁護士
や司法書士数は目標値
を下回っていますが、
相談者が減少している
ことが理由であるため
評価はＡとしました。

Ａ 多重債務法律相
談事業

多重債務者の生
活再建を目指し
て弁護士等の専
門家が適切な助
言や指導を行い
ます。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤
者

定
例
定
型

多重債務相
談開設日数

４８回 ４８回 ４８回 180

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維
持

な
し

あり

当該相談がな
い寒川町と協
定を結び、寒
川町民が茅ヶ
崎市で相談で
きる。

減
ら
す

4
多重債務法律
相談事業

弁護士、司法
書士による多
重債務法律相
談

多重債務法律
相談開設回数

年４８回 年３２回 160
多重債務法律相
談事業

弁護士、司法
書士による多
重債務法律相
談

多重債務法
律相談開設
回数

４８回 180

業
務
計
画

減
ら
す

5 総
人権擁護活動
事業

人権問題に関して市民の相談
に応じ、人権侵犯事件への切
り替え、関係機関への連絡、
助言等の必要な措置をとり基
本的人権を擁護し、併せて自
由人権思想の普及高揚を図
る。

市民

定
例
定
型

人権相談開
設回数

年３５回 年３５回 年３５回 715 年３４回

月３回の相談窓口を
開設し、相談を受け
るとともにイベント
等を通じて人権擁護
に対する啓発活動を
行いました。

Ａ 人権擁護活動事
業

人権に関する相談に
応じるとともに、人
権作文・人権ポス
ターコンテストやイ
ベント等で人権啓発
活動を行います。

市民

定
例
定
型

人権相談件
数

年３５回 年３５回 年３５回 858

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維
持

な
し

なし
維
持

5
人権擁護活動
事業

茅ヶ崎市人権
擁護委員会の
開催

市の総会・定
例会・研修会
の開催数

年１０回 年１０回
人権擁護活動事
業

茅ヶ崎市人権
擁護委員会の
開催

市の総会・
定例会・研
修会の開催
数

年１０回

業
務
計
画

予
算
な
し

5
人権擁護活動
事業

人権作文・人
権ポスターの
募集、人権の
花運動等にお
ける啓発活動

啓発事業 年４事業 年４事業 715
人権擁護活動事
業

人権作文・人
権ポスターの
募集、人権の
花運動等にお
ける啓発活動

啓発事業 年４事業 858

業
務
計
画

維
持

5
人権擁護活動
事業

市民の人権に
関する例月相
談

開設回数 年３５回 年３４回
人権擁護活動事
業

市民の人権に
関する例月相
談

開設回数 年３５回

業
務
計
画

予
算
な
し

5
人権擁護活動
事業

市民の人権に
関する特設相
談及び国県市
合同相談

開設回数 年２回 年２回
人権擁護活動事
業

市民の人権に
関する特設相
談及び国県市
合同相談

開設回数 年２回

業
務
計
画

予
算
な
し

6 総
建築紛争調整
実施事業

中高層建築物の建
設に際し、中立的
立場に立って住
民・事業主への相
談や斡旋・調停を
行い、紛争の解決

市民・
事業主

定
例
定
型

建築紛争相
談開設数

年９５日 年９５日 年９５日 1,628
年８８
日

週２日の相談窓口を
開設しました。 Ａ 建築紛争調整実

施事業

中高層建築物の建築
に関してトラブルが
発生した場合に住民
と事業主の相談や調
停、斡旋を行い、問
題の解決を図りま
す。

市民

定
例
定
型

建築紛争相
談開設数

年９５日 年９５日 年９５日 1,768

業
務
計
画

未 中 高 中
現状維
持

な
し

なし
維
持

6
建築紛争調整
実施事業

調停委員会の
開催

開催回数 随時 ０ 0
建築紛争調整実
施事業

調停委員会の
開催

開催回数 随時 129

業
務
計
画

維
持

6
建築紛争調整
実施事業

建築紛争相談
の開催

開設日数 年９３日 年８８日 1,628
建築紛争調整実
施事業

建築紛争相談
の開催

開設日数 年９４日 1,639

業
務
計
画

維
持

7 総
消費生活相談
事業

消費生活に関する
相談を適切かつ効
率的に行うことに
より市民及び町民
の安全性及び利便
性の向上を図る。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤
在学者

定
例
定
型

消費生活相
談件数

2,200件 2,250件 2,300件 8,798 1,386件

目標値は達成できませんで
したが、多様化・複雑化し
ている消費生活相談への助
言や情報提供を行いまし
た。今後もさらに警察や安
全対策課と連携し相談体制
の充実を図ります。

Ａ 消費生活相談事
業

消費者に適切
な助言を行
い、商品や
サービス等の
情報や知識を
提供する。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤
在学者

定
例
定
型

消費生活相
談件数

1,500件 1,500件 1,500件 9,785

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維
持

あ
り

あり

寒川町との
協定に基づ
き消費生活
相談窓口を
相互利用す
る。

維
持

7
消費生活相談
事業

消費生活相談員
による消費生活
相談への助言及
び情報提供を行
う。

開設回数 年245日 年245日 8,798
消費生活相談事
業

消費生活相談員
による消費生活
相談への助言及
び情報提供を行
う。

消費生活相
談開設回数

年２４４
回

9,125

業
務
計
画

あ
り

⑥市役所の変革 ４回
市民に周知
する広報回
数/年

25

寒川町との消
費生活相談窓
口の相互利用
についてホー
ムページ等で
周知を図る。

維
持

7
消費生活相談
事業

消費生活相談事
業

消費生活相談
に対する弁護
士の相談を開
設する。

開設回数 年１２回 360

業
務
計
画

維
持

7
消費生活相談
事業

消費生活相談事
業

将来の生活設計
や多重債務の未
然防止のための
家計あんしん相
談を行う。

開設回数 年１２回 300

業
務
計
画

減
ら
す

7
消費生活相談
事業

県及び県内全市
町村による消費
生活担当者会議
へ参加する。

会議参加数 年12回 年11回
消費生活相談事
業

県及び県内全市
町村による消費
生活担当者会議
へ参加する。

会議参加数 年１２回

業
務
計
画

予
算
な
し

7
消費生活相談
事業

３市１町での消
費生活行政に関
する連絡、調整
及び協議を行
う。

協議等開催数 年4回 年2回
消費生活相談事
業

３市１町での消
費生活行政に関
する連絡、調整
及び協議を行
う。

協議等開催
数

年４回

業
務
計
画

予
算
な
し

701 総
消費生活セン
ター活性化事
業

消費生活センターの
機能強化を図るた
め、専門的相談窓口
の開設をするととも
に、市民への情報提
供を行う。

茅ヶ崎
市在住
在勤在
学者

政
策

家計あんし
ん相談・消
費生活法律
相談の回数

年24回・
年12回

年24回・
年12回

年24回・
年12回

2,515
年24
回・年
12回

消費生活相談員への研
修支援を行うととも
に、消費生活問題を専
門分野とする弁護士や
ファイナンシャルプラ
ンナーによる専門相談
を開設し、消費生活相
談の質的向上を図りま
した。

Ａ

701
消費生活セン
ター活性化事
業

消費生活相談
に対する弁護
士の相談を開
設する。

相談回数 年12回 年12回 360
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23年度 24年度 25年度 33,177 33,177 25年度 26年度 27年度 31,663 31,663

平成２５年度計画

事業の
方向性活動

活動量・サービス量

活動指標の名
称

④
継
続
性

業務
計画

目標値
（第2次実施計画） 目標

（数値目標
等）

改善
時期
（年
度）

広域連携の
具体的な内

容

広域連携に関する
取組

可能性
の有無

経営改善による取
り組みの方向性

③
成
果

具体的な改善
内容

事務事業の
目的・成果
（第１次実施計

画）

対
象
（

顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

市民相談課

②
ニ
ー

ズ

①
目
的
達
成

事務事業名
（第2次実施計

画）

今後の事業展開・経営改善の方策

必要性
予
算
の
方
向
性目標値

指標・目標

活動指標の名称

課かい名

施策目標 市民の悩みや不安を解消する

市民相談課

基礎情報

名称

総
括
フ
ラ
グ 実績値

目標値
（第１次実施計画）

事務事業の
目的・成果
（第２次実施
計画）

活動

活動ごとの
予算額

活動量・サービス量の達成状況
（第１次実施計画）

予算内訳（千円）

当該事務事業全体
の予算額
（合計）

活動

名称

平成24年度評価

指標・目標

24年度
の取組
に対す
る分析

実績

事
業
の
性
質
区
分

事務事業名
（第１次実施計

画）

事務事業 事後評価

当該事務事業全体
の決算額
（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

事
業
№

事業の指
標の達成
状況

活動ごとの
決算額

経
営
改
善
方
針
で

の
位
置
付
け
等

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組決算内訳（千円）
対
象
（

顧
客
）目標値

活動

701
消費生活セン
ター活性化事
業

将来の生活設計
や多重債務の未
然防止のための
家計あんしん相
談を行う。

相談回数 年24回 年24回 600

701
消費生活セン
ター活性化事
業

消費生活に関す
る情報提供・消
費生活センター
の機能強化を行
う。

啓発紙発行回
数

年2回 年1回 1,480

701
消費生活セン
ター活性化事
業

消費生活相談
員のレベル
アップを図り
消費生活問題
に対応する。

研修回数 年6回 年5回 75

8 総
多重債務相談
事業

多重債務に陥った
市民・町民へ適切
な助言を行うとと
もに二次相談先に
つなぎ、債務の解
消を目指す。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤
在学者

定
例
定
型

多重債務庁
内連絡会開
催回数

年2回 年2回 年2回 年2回

庁内連絡会を開催し
情報交流を行い、他
部署・他機関から紹
介された多重債務相
談が２３．９％を占
めました。

Ａ 多重債務相談事
業

多重債務者の
早期発見と生
活再建に向け
た専門機関へ
の紹介を行
う。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤
在学者

定
例
定
型

多重債務庁
内連絡会開
催回数

年2回 年2回 年2回

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維
持

な
し

あり

寒川町の協
定により、
寒川町民が
茅ヶ崎市で
相談でき
る。

予
算
な
し

8
多重債務相談
事業

多重債務の法
律的解決を図
るため、生活
再建の相談を
行う。

開設日数 年245日 年245日
多重債務相談事
業

多重債務の法
律的解決を図
るため、生活
再建の相談を
行う。

開設回数
年２４４
日

業
務
計
画

予
算
な
し

8
多重債務相談
事業

早期発見・解
決のため庁内
関係課との連
携構築・情報
共有を行う。

連絡会開催数 年2回 年2回
多重債務相談事
業

早期発見・解
決のため庁内
関係課との連
携構築・情報
共有を行う。

庁内会議開
催回数

年１回

業
務
計
画

予
算
な
し

9 総
消費者啓発事
業

消費生活や生活設
計、省エネルギー
や食の安全に関し
て出前講座や多種
媒体を用いて多様
な知識の普及を目
指す。

茅ヶ崎
市民

定
例
定
型

啓発キャン
ペーン回数

年2回 年2回 年2回 3,046 年1回

荒天のためキャンペーンは
年１回の実施となり目標は
達成できませんでしたが、
消費生活情報紙の発行や地
方情報紙での啓発を行いま
した。今後は地域で開催さ
れる会議等に出向き警察や
市民安全部と連携し被害未
然防止の啓発を行います。

Ａ 消費者啓発事業

消費者被害の
未然防止のた
め情報提供や
知識の普及を
図る。

市民

定
例
定
型

啓発キャン
ペーン

年2回 年2回 年2回 3,262

業
務
計
画

未 高 高 高 拡大
な
し

なし
維
持

9
消費者啓発事
業

消費生活に関
する展示会及
び消費生活通
信講座を開催
する。

講座回数 年3回 年3回 429 消費者啓発事業

消費生活展及
び消費生活通
信講座を開催
する。

講座開催回
数

年４回 242

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

消費生活に関
する情報を
様々な媒体で
提供・啓発を
行う。

消費者月間
キャンペーン
での啓発

年1回 年0回 354 消費者啓発事業

消費生活に関
する情報を
様々な媒体で
提供・啓発を
行う。

消費者月間
での啓発活
動

年１回 171

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

消費生活に関
する情報を
様々な媒体で
提供・啓発を
行う。

敬老大会での
高齢者被害防
止のための啓
発活動

年1回 年1回 516 消費者啓発事業

消費生活に関
する情報を
様々な媒体で
提供・啓発を
行う。

敬老大会で
の高齢者被
害防止のた
めの啓発活
動

年１回 454

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

消費者啓発事業

消費生活に関
する情報を
様々な媒体で
提供・啓発を
行う。

なんでも夜
市での啓発
活動

年１回 59

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

消費者啓発事業

消費生活に関す
る情報を様々な
媒体で提供・啓
発を行う。

市民ふれあ
いまつりで
の啓発活動

年１回 165

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

啓発パネルを
作成し展示す
る。

パネル作成数 2枚 3枚 31 消費者啓発事業
啓発パネルを
作成し展示す
る。

パネル作成
数

２枚 23

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

消費者被害未
然防止の情報
提供と啓発を
行う。

レディオ湘南
での啓発回数

年12回 年12回 0 消費者啓発事業

消費者被害未
然防止の情報
提供と啓発を
行う。

レディオ湘
南での啓発
回数

年１２回

業
務
計
画

予
算
な
し

9
消費者啓発事
業

省資源、省エ
ネルギーに関
する情報提供
と啓発を行
う。

ホームページ
掲載回数

年2回 年2回 消費者啓発事業

省資源、省エネ
ルギーに関する
情報提供と啓発
を行う。

ホームペー
ジ掲載回数

年２回

業
務
計
画

予
算
な
し

9
消費者啓発事
業

消費生活に関
する知識の普
及のための暮
らしの講座等
を開催する。

暮らしの講座
開催回数

年5回 年4回 153 消費者啓発事業

消費生活に関
する知識の普
及のための暮
らしの講座等
を開催する。

暮らしの講
座開催回数

年４回 119

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

消費者啓発事業

振り込め詐欺
や悪質商法等
の消費者被害
未然防止の啓
発を行う。

消費生活相
談員等や市
民安全相談
員の派遣回
数

年８回 405

業
務
計
画

増
や
す

9
消費者啓発事
業

生活設計に関
する講座を開
催する。

講座開催回数 年1回 年1回 53 消費者啓発事業
生活設計に関
する講座等を
開催する。

講座開催回
数

年１回 100

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

食の安全に関
する情報収集
及び啓発を行
う。

食品の放射能
測定の開設日
数

年245日 年245日 1,421 消費者啓発事業

食の安全に関
する情報収集
及び啓発を行
う。

食品の放射
能測定の開
設日数

年２４４
日

1,484

業
務
計
画

維
持

9
消費者啓発事
業

食の安全に関
する情報収集
及び啓発を行
う。

講演会開催回
数

年1回 年1回 49 消費者啓発事業

食の安全に関
する情報収集
及び啓発を行
う。

ホームペー
ジ等での測
定結果公表

更新回数
月４回

業
務
計
画

予
算
な
し

9
消費者啓発事
業

茅ヶ崎地区食
品衛生協会へ
助成を行う。

助成回数 年1回 年1回 40 消費者啓発事業

茅ヶ崎地区食
品衛生協会へ
の助成を行
う。

助成回数 年１回 40

業
務
計
画

維
持

10 総
不用品登録制
度事業

家庭において、都
合により不用に
なったもの等を、
「リサイクル」を
主旨として再利用
する。

茅ヶ崎
市民

定
例
定
型

広報紙及び
ホームペー
ジ掲載回数

月1日及び
月3回

月1回及び
月3回

月1回及び
月3回

月1回及
び月3回

ごみの減量化や資源
の有効利用への理解
を深めることを目的
として適切に事務を
行いました。

Ａ 不用品登録制度

再利用可能な
生活用品の情
報を提供し資
源の有効活用
とごみの減量
化を推進す
る。

市民

定
例
定
型

成立件数 280件 280件 280件 未 高 高 高
現状維
持

な
し

なし

予
算
な
し
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23年度 24年度 25年度 33,177 33,177 25年度 26年度 27年度 31,663 31,663

平成２５年度計画

事業の
方向性活動

活動量・サービス量

活動指標の名
称

④
継
続
性

業務
計画

目標値
（第2次実施計画） 目標

（数値目標
等）

改善
時期
（年
度）

広域連携の
具体的な内

容

広域連携に関する
取組

可能性
の有無

経営改善による取
り組みの方向性

③
成
果

具体的な改善
内容

事務事業の
目的・成果
（第１次実施計

画）

対
象
（

顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

市民相談課

②
ニ
ー

ズ

①
目
的
達
成

事務事業名
（第2次実施計

画）

今後の事業展開・経営改善の方策

必要性
予
算
の
方
向
性目標値

指標・目標

活動指標の名称

課かい名

施策目標 市民の悩みや不安を解消する

市民相談課

基礎情報

名称

総
括
フ
ラ
グ 実績値

目標値
（第１次実施計画）

事務事業の
目的・成果
（第２次実施
計画）

活動

活動ごとの
予算額

活動量・サービス量の達成状況
（第１次実施計画）

予算内訳（千円）

当該事務事業全体
の予算額
（合計）

活動

名称

平成24年度評価

指標・目標

24年度
の取組
に対す
る分析

実績

事
業
の
性
質
区
分

事務事業名
（第１次実施計

画）

事務事業 事後評価

当該事務事業全体
の決算額
（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

事
業
№

事業の指
標の達成
状況

活動ごとの
決算額

経
営
改
善
方
針
で

の
位
置
付
け
等

目標の定義

経営改善方針の重点事項に係る取組決算内訳（千円）
対
象
（

顧
客
）目標値

活動

10
不用品登録制
度事業

広報紙・ホー
ムページに不
用品情報を掲
載する。

広報紙及び
ホームページ
掲載回数

月1回及
び月3回

月1回及
び月4回

不用品登録制度

広報紙・ホー
ムページに不
用品情報を掲
載する。

広報紙及び
ホームペー
ジ掲載回数

月１回及
び月４回

予
算
な
し

11 総
消費者団体育
成事業

消費者問題に取り
組んでいる団体が
相互に連絡しあ
い、市民の消費生
活の安定及び向上
を図る。

茅ヶ崎
市消費
者団体
連絡会

定
例
定
型

消費団体連
絡会開催数

年6回 年6回 年6回 1 年6回

消費者団体の消費者
被害未然防止の啓発
活動を支援し、大型
店連絡協議会や商店
会連合会と交流会を
開催しました。

Ａ 消費者団体育成
事業

消費者団体の
育成を行い消
費生活の安定
と向上をめざ
す。

市民

定
例
定
型

消費者団体
連絡会開催
回数

年6回 年6回 年6回 4 未 高 高 高
現状維
持

な
し

なし
維
持

11
消費者団体育
成事業

団体相互の連
絡調整及び資
料、情報等の
交換を行う。

交流会開催数 年2回 年2回 1
消費者団体育成
事業

団体相互の連
絡調整及び資
料、情報等の
交換を行う。

交流会開催
回数

年２回 4
維
持

11
消費者団体育
成事業

定例会資料作成
等の協力及び会
場やバスの提供
を行う。

施設見学開催
数

年1回 年1回 0
消費者団体育成
事業

定例会資料作成
等の協力及び会
場やバスの提供
を行う。

施設見学開
催数

年１回

予
算
な
し

12 総
家庭二法立入
検査の実施及
び報告事業

家庭用品品質表示
法及び消費生活用
製品安全法に続く
調査の実施

市内の
商店

定
例
定
型

検査品目数 90品目 90品目 90品目
118品
目

新規に実施した立入
検査も含め、適切に
事務を行いました。

Ａ 立入検査の実施
及び報告事業

製品の安全性
を確保し消費
者の生命及び
身体に対する
危害発生の防
止を図る。

市内事
業者

定
例
定
型

検査品目数 130品目 130品目 130品目 未 高 高 高
現状維
持

な
し

なし

予
算
な
し

12
家庭二法立入
検査の実施及
び報告事業

家庭用品品質表
示法による立入
検査、改善指導
及び報告を行
う。

検査品目数 90品目 90品目
立入検査の実施
及び報告事業

家庭用品品質表
示法による立入
検査、改善指導
及び報告を行
う。

検査品目数 ９０品目

予
算
な
し

12
家庭二法立入
検査の実施及
び報告事業

消費生活用製品
安全法による立
入検査、改善指
導及び報告を行
う。

検査品目数 10品目 18品目
立入検査の実施
及び報告事業

消費生活用製品
安全法による立
入検査、改善指
導及び報告を行
う。

検査品目数 １０品目

予
算
な
し

12
家庭二法立入
検査の実施及
び報告事業

製品安全法三法
による立入検
査、改善指導及
び報告を行う。

検査品目数 30品目 10品目
立入検査の実施
及び報告事業

製品安全法三法
による立入検
査、改善指導及
び報告を行う。

検査品目数 ３０品目

予
算
な
し

888 総
災害応急対策
活動

本市域に地震動・
津波等に伴う諸現
象による同時多発
的災害が発生した
場合に、被害を軽
減し、応急対策活
動を課として迅速
的確に対処する。

全市民
等

定
例
定
型

災害応急対策活
動

地震・津波等
に伴う諸現象
による同時多
発災害が発生
した場合に、
被害を軽減し
迅速的確に災
害応急活動を
行う。

市民

定
例
定
型

現状維
持

な
し

なし

予
算
な
し

888
災害応急対策
活動

部の災害応急対
策活動マニュア
ルの課（斑）の
活動内容の検証
を行う。

マニュアルの
検証及び見直
し

随時 １回
災害応急対策活
動

部の災害応急対
策活動マニュア
ルの課（斑）の
活動内容の検証
を行う。

マニュアルの
検証及び見直
し

随時

予
算
な
し

888
災害応急対策
活動

臨時災害相談
室を開設す
る。

臨時災害相談
室の開設

随時 ４回
災害応急対策活
動

臨時災害相談
室を開設す
る。

臨時災害相
談室の開設

随時

予
算
な
し

888 総 庁内共通事務

庁内共通事務を取
りまとめや庁内外
の照会回答を行
う。

定
例
定
型

20 20 庁内共通事務

庁内共通事務
を取りまとめ
や庁内外の照
会回答を行
う。

市民・
職員

定
例
定
型

15 15
現状維
持

な
し

なし
維
持


